
（別紙２）

「スライド特約条項」に係る特記仕様書

 本契約は、スライド特約条項（以下、「スライド条項」という。）を適用する契約である。

１ 本契約におけるスライド条項を適用する業務は仕様書「５業務内容」に定める清掃業務とする。

ただし、下記に掲げる作業内容は除くものとする。

  定期清掃 

区分 項目 作業内容

玄関・市民ロビー 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

廊下・エレベーターホール 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

〃 〃 拭き清掃（扉、ｶﾞﾗｽ、防火扉等）

階段 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

〃 〃 拭き清掃（扉、ｶﾞﾗｽ、防火扉等）

給湯室 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

便所 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

〃 〃 衛生器具清掃（洗浄機能付き便座を取り外

し、便座及び便器を適正洗剤で清掃）

シャワー室 弾性床 表面洗浄（11 月、１月、３月、５月、９月を

想定）

〃 〃 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

〃 〃 拭き清掃（扉、ｶﾞﾗｽ、ｼｬﾜｰ器具等）

食堂 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（５月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

事務室・会議室等

（各事務室、各会議室、２階シ

ステム室、各更衣室、多目的

繊維床 カーペット床清掃
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室、入札関連室）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

〃 〃 会議室のテーブル及び椅子を適正洗剤で清

掃（３階小会議室含む）

会議室（3 階小会議室） 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

閲覧室（1 階） 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

庁舎管理室・中央監視室 弾性床 剥離洗浄（年１回表面洗浄の代わりに実施）

（７月を想定）

〃 床以外 天井・壁塵払い・壁面清掃

地下書庫・倉庫 弾性床 剥離洗浄（７月を想定）

窓ガラス 仮設足場不要 洗浄（両面）、防煙ガラス含む

２ 本契約における契約変更前の本市積算時の適用労務単価は、次のものをいう。

 ⑴ 清掃員Ａ：14,600 円

 ⑵ 清掃員Ｂ：11,600 円

 ⑶ 清掃員Ｃ：10,600 円

 スライド条項に基づき２回目の変更を行う場合は、本市が直接のスライド条項に基づき契約金額

の変更を行った際に示す適用労務単価とする。

３ スライド条項に基づく契約金額の算出方法は次のとおりとする。

  次の⑴～⑶に示す金額は、消費税及び地方消費税額を控除した金額とする。

 ⑴ 変更金額（以下、「スライド額」という。）

   本市積算による算出とする。

基準日時点の労務単価にて算出した本市の積算金額に契約当初の落札率（小数点第７位切上

げ）を乗じて得た金額（１円未満の端数切捨て）から、契約変更前の契約金額を控除した金額

について、契約変更前の契約金額の 1/100（１円未満の端数切捨て）を超える金額を、スライ

ド額とする。

なお、スライド額は労務単価の変動に伴う直接人件費、直接物品費、業務管理費及び一般管

理費等に係る積算額であって、その他の積算額の変更は行わない。

 ⑵ スライド額の算出式

Ｓ＝Ｘ²－Ｘ¹－（Ｘ¹×1/100） 

   ただし、Ｘ²－Ｘ¹＞（Ｘ¹×1/100）

Ｓ ：スライド額 

Ｘ¹ ：契約変更前の契約金額 
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Ｘ² ：基準日時点の労務単価にて算出したＸ¹に相当する金額 

（Ｘ²＝α×β（α：落札率、β：札幌市積算額） 

 ⑶ 変更後の契約金額

   変更前の契約金額に上記の方法にて算出したスライド額を加算した金額

４ 契約変更

  上記３⑶により算出した変更後の契約金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額（１

円未満の端数切捨て）を新たな契約金額とし、契約変更を行う。


